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第１章 総 則 

 

第１節 目的 

この計画は、水防法（昭和 24 年法律第 193 号、以下「法」という。）第７条第１項の規定に基づき、県

下における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を規定し、洪水、内水（法第２条第１

項に定める雨水出水のこと。以下同じ。）、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる

被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする。 

 

第２節 用語の定義 

主な水防用語の定義は次のとおりである。 

（１）水防管理団体 

水防の責任を有する市町村又は水防に関する事務を共同に処理する水防事務組合若しくは水害予防組

合をいう（法第２条第２項）。 

（２）指定水防管理団体 

水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体として知事が指定したものをいう（法第４条）。 

（３）水防管理者 

水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者

をいう（法第２条第３項）。 

（４）消防機関 

消防組織法（昭和 22 年法律第 226号）第９条に規定する消防の機関（消防本部、消防署及び消防団）

をいう（法第２条第４項）。 

（５）消防機関の長 

消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消防本部を置かない市町村にあっては消防団の長をいう

（法第２条第５項）。 

（６）水防団 

法第６条第１項に規定する水防団をいう。 

（７）量水標管理者 

量水標、験潮儀その他の水位観測施設の管理者をいう（法第２条第７項、法第 10条第３項）。 

都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、都道府県の水防計画で定めるところにより、水位を通

報及び公表しなければならない（法第 12 条）。 

（８）水防協力団体 

水防に関する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他法人でない団体であっ

て、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団

体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとして水防

管理者が指定した団体をいう（法第 36条第１項）。 
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（９）指定河川洪水予報  

流域面積が大きい河川であって、洪水により国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあると

して国土交通大臣又は都道府県知事が指定した河川（洪水予報指定河川）について、気象庁及び国土交

通省又は都道府県の機関が共同して、洪水のおそれの状況を基準地点の水位又は流量を示して行う洪水

の予報をいう（法第 10 条第２項、法第 11 条第１項、気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）第 14 条の

２第３項及び第４項）。 

（10）水防警報 

洪水、津波又は高潮により国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあるとして国土交通大臣

又は都道府県知事が指定した河川、湖沼又は海岸（水防警報河川等）について、国土交通大臣又は都道

府県知事が、洪水、津波又は高潮によって災害が起こるおそれがあると認められるとき、水防を行う必

要がある旨を警告して行う発表をいう（法第２条第８項、法第 16条）。 

（11）水位周知河川 

国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水予報指定河川以外の河川で洪水により国民経済上重大又は相

当な損害が生じるおそれがあるものとして指定した河川。国土交通大臣又は都道府県知事は、水位周知

河川について、当該河川の水位があらかじめ定めた氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に達したとき、

水位又は流量を示して通知及び周知を行う（法第 13条）。 

（12）水位到達情報 

水位到達情報とは、水位周知河川において、あらかじめ定めた氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）へ

の到達に関する情報のほか、氾濫注意水位（警戒水位）、避難判断水位到達情報、氾濫発生情報のことを

いう。 

（13）水防団待機水位（通報水位） 

量水標の設置されている地点ごとに都道府県知事が定める水位で、各水防機関が水防体制に入る水位

（法第 12条第１項に規定される通報水位）をいう。 

水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがある場合において、量水標等の示す水

位が水防団待機水位（通報水位）を超えるときは、その水位の状況を関係者に通報しなければならない。 

（14）氾濫注意水位（警戒水位） 

水防団待機水位（通報水位）を超える水位であって、洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきも

のとして都道府県知事が定める水位（法第 12条第２項に規定される警戒水位）をいう。水防団の出動の

目安となる水位である。 

量水標管理者は、量水標等の示す水位が氾濫注意水位（警戒水位）を超えるときは、その水位の状況

を公表しなければならない。 

（15）避難判断水位 

市町村長の高齢者等避難発表の目安となる水位であり、住民の氾濫に関する情報への注意喚起となる

水位。 

（16）氾濫危険水位 

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起こるおそれがある水位をいう。市町村長の避難
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指示の発令判断の目安となる水位である。水位周知河川においては、法第 13 条第 1項及び第 2項に規定

される洪水特別警戒水位に相当する。 

（17）洪水特別警戒水位 

法第 13条第１項及び第２項に定める洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位。氾濫危険水位に相

当する。国土交通大臣または都道府県知事は、指定した水位周知河川においてこの水位に到達したとき

は、水位到達情報を発表しなければならない。 

（18）氾濫発生水位 

  洪水により相当の家屋浸水等の被害が生じる氾濫の発生する水位（堤防天端高（又は背後地盤高））を

いう。市町村長の緊急安全確保措置の発令判断の目安となる水位である。これまでの「氾濫する可能性

のある水位」の名称を変更したものである。 

（19）重要水防箇所 

堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想される箇所であり、洪水等に際して水防上特に

注意を要する箇所をいう。 

（20）洪水浸水想定区域 

洪水予報河川、水位周知河川、特定都市河川及び洪水の発生による災害の発生を警戒するべき河川に

ついて、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽

減を図るため、想定し得る最大規模の降雨により当該河川において氾濫が発生した場合に浸水が想定さ

れる区域として国土交通大臣又は都道府県知事が指定した区域をいう（法第 14条）。 

 （21）浸水被害軽減地区 

洪水浸水想定区域内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地（その状況がこれに類するも

のとして国土交通省令で定める土地を含む。）の区域であって浸水の拡大を抑制する効用があると認めら

れる区域として水防管理者が指定した区域をいう（法第 15条の６） 

 

第３節 水防の責任等 

水防に関係する各主体について、水防法に規定されている責任及び義務は次の通りである。 

 （１）県の責任 

県内における水防管理団体が行う水防が十分行われるように確保すべき責任を有する（法第３条の６）。

具体的には、主に次のような事務を行う。 

①指定水防管理団体の指定（法第４条） 

②水防計画の作成及び要旨の公表（法第７条第１項及び第７項） 

③水防管理団体が行う水防への協力（河川法第 22条の 2） 

④都道府県水防協議会の設置（法第８条第１項） 

⑤気象予報及び警報、洪水予報の通知（法第 10 条第３項） 

⑥洪水予報の発表及び通知（法第 11条第１項、気象業務法第 14条の２第４項） 

⑦量水標管理者からの水位の通報及び公表（法第 12条） 

⑧水位周知河川の水位到達情報の通知及び周知（法第 13条第２項及び第３項） 
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⑨洪水予報又は水位到達情報の関係市町村長への通知（法第 13条の４） 

⑩洪水浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第 14条） 

⑪都道府県大規模氾濫減災協議会の設置（法第 15条の 10） 

⑫水防警報の発表及び通知並びに水防警報河川等を指定したときの公示（法第 16条第１項、第３項及

び第４項） 

⑬水防信号の指定（法第 20条） 

⑭氾濫等又は堤防等決壊の通報の通知及び周知（法第 24条の２第２項、法第 25条第２項） 

⑮避難のための立ち退きの指示（法第 29条） 

⑯緊急時の水防管理者、水防団長又は消防機関の長への指示（法第 30条） 

⑰水防団員の定員の基準の設定（法第 35条） 

⑱水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第 40条） 

⑲水防管理団体に対する水防に関する勧告又は助言（法第 48条） 

 （２）水防管理団体の責任 

管轄区域内の水防を十分に果たすべき責任を有する（法第３条）。 

具体的には、主に次のような事務を行う。 

①水防団の設置（法第５条） 

②水防団員等の公務災害補償（法第６条の２） 

③平常時における河川等の巡視（法第９条） 

④水位の通報（法第 12条第１項） 

⑤浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置（法第 15条） 

⑥避難確保計画又は浸水防止計画を作成していない地下街等の所有者又は管理者への必要な指示、指

示に従わなかった旨の公表（法第 15条の２） 

⑦避難確保計画を作成していない要配慮者利用施設の所有者又は管理者への必要な指示、指示に従わ

なかった旨の公表（法第15条の３） 

⑧浸水被害軽減地区の指定・公示及び通知、標識の設置、土地の形状変更の届出を受理した際の通知・

届出者への助言又は勧告（法第15条の６、法第15条の７、法第15条の８） 

⑨予想される水災の危険の周知（法第 15条の 11） 

⑩水防団及び消防機関の出動準備又は出動（法第 17条） 

⑪緊急通行により損失を受けた者への損失の補償（法第 19条第２項） 

⑫警戒区域の設定（法第 21条） 

⑬警察官の援助の要求（法第 22条） 

⑭他の水防管理者又は市町村長若しくは消防長への応援要請（法第 23条） 

⑮堤防決壊等の通報、決壊後の措置（法第 25条第１項、法第 26条） 

⑯公用負担により損失を受けた者への損失の補償（法第 28条第３項） 

⑰避難のための立ち退きの指示（法第 29条） 

⑱水防訓練の実施（法第 32条の２） 
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⑲（指定水防管理団体）水防計画の作成及び要旨の公表（法第 33条第１項及び第３項） 

⑳（指定水防管理団体）水防協議会の設置（法第 34条） 

㉑水防協力団体の指定・公示（法第 36条） 

㉒水防協力団体に対する監督等（法第 39条） 

㉓水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第 40条） 

㉔水防従事者に対する災害補償（法第 45条） 

㉕消防事務との調整（法第 50条） 

 

 （３）国土交通省の責任 

①洪水予報の発表及び通知（法第 10条第２項、気象業務法第 14条の２第３項） 

②量水標管理者からの水位の通報及び公表（法第 12条） 

③水位周知河川の水位到達情報の通知及び周知（法第 13条第１項） 

④洪水予報又は水位到達情報の関係市町村長への通知（法第 13条の４） 

⑤洪水浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第 14条） 

⑥大規模氾濫減災協議会の設置（法第 15条の９） 

⑦水防警報の発表及び通知（法第 16条第１項及び第２項） 

⑧氾濫等の通報の通知及び周知（法第 24条の２第２項） 

⑨重要河川における都道府県知事等に対する指示（法第 31条） 

⑩特定緊急水防活動（法第 32条） 

⑪水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第 40条） 

⑫都道府県等に対する水防に関する勧告及び助言（法第 48条） 

（４）河川管理者の責任 

①水防管理団体が行う水防への協力（河川法第 22条の 2） 

   ②水防管理者に対する浸水被害軽減地区の指定及び市町村長に対する水害リスク情報の把握に関する

情報提供及び助言（法第 15条の 12） 

③氾濫等の通報（法第 24条の２） 

（５）気象庁の責任 

①気象予報及び警報の発表及び通知（法第 10条第１項、気象業務法第 14 条の２第１項） 

②洪水予報の発表及び通知（法第 10条第２項、法第 11条第１項並びに気象業務法第 14条の２第３項

及び第４項） 

 （６）居住者の義務 

①水防活動への従事（法第 24条） 

②水防通信への協力（法第 27条） 

（７）水防協力団体の義務 

  ①決壊の通報（法第 25条） 

  ②決壊後の処置（法第 26条） 
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  ③水防訓練の実施（法第 32条の 2） 

  ④津波避難訓練への参加（法第 32条の 3） 

  ⑤業務の実施等（法第 36条、第 37条、第 38条） 

 

第４節 津波における留意事項 

津波は、発生地点から当該沿岸までの距離に応じて「遠地津波」と「近地津波」に分類して考えられる。

遠地津波の場合は原因となる地震発生からある程度時間が経過した後、津波が襲来する。近地津波の場合

は、原因となる地震発生から短時間のうちに津波が襲来する。従って、水防活動及び水防団員自身の避難

に利用可能な時間は異なる。 

遠地津波で襲来まで時間がある場合は、正確な情報収集、水防活動、避難誘導等が可能なことがある。

しかし、近地津波で、かつ安全な場所への避難場所までの所要時間がかかる場合は、水防団員自身の避難

以外の行動が取れないことが多い。 

従って、あくまでも水防団員自身の避難時間を確保したうえで、避難誘導や水防活動を実施しなければ

ならない。 

 

第５節 安全配慮 

洪水、津波又は高潮のいずれにおいても、水防団自身の安全確保に留意して水防活動を実施するものと

する。 

避難誘導や水防作業の際も、水防団員自身の安全は確保しなければならない。 

（例） 

・水防活動時にはライフジャケットの着用。 

・水防活動時の安否確認を可能にするため、通常のものが不通の場合でも利用可能な通信機器を携行。 

・水防活動時には、ラジオの携行等、最新の気象情報を入手可能な状態で実施。 

・水防活動は原則として複数人で行う（水門等操作を含む）。 

・津波浸水想定の区域内にある水防団は、気象庁が発表する津波警報等の情報を入手し、活動可能時間が

確保できることを確認するまでは、原則として退避を優先する。 

                                         など 


